
 

 

 
 
秋の個人向け国債 

キャッシュバックキャンペーンを実施します！ 
 
 
京都銀行（頭取 柏原 康夫）では、平成２０年９月４日（木）から９月３０日（火）までに

秋の個人向け国債を 100 万円以上ご購入いただいたお客さまを対象に、ご購入金額 100 万

円ごとに 1,000 円をキャッシュバックする取り扱いを実施しますのでお知らせいたします。        

京都銀行では、今後ともお客さまにご満足いただける商品やサービスの提供に努めてま

いります。 

記 
 
 キャッシュバックキャンペーンの実施内容 

キャッシュバック金額 ご購入金額 100 万円ごとに 1,000 円をキャッシュバックいたします。

対象となるお客様 秋の個人向け国債を「100 万円以上」購入されたお客様 

対象期間 
平成 20 年 9 月 4 日（木）～平成 20 年 9 月 30 日（火） 

          （秋の個人向け国債の募集期間） 

対象銘柄 
個人向け利付国庫債券（変動・10 年）第 24 回債 

個人向け利付国庫債券（固定・5 年）第 12 回債 

ご購入金額 

について 

「個人向け利付国庫債券（変動・10 年）第 24 回債」と「個人向け利

付国庫債券（固定・5年）第 12 回債」のご購入金額を合算して適用い

たします。複数の日付にわたって購入された場合も、同じくご購入金

額を合算して適用いたします。 

（同一店舗でのご購入金額のみ合算いたします。） 

振込時期 11 月下旬に利金・償還金お受取口座へのお振込みを予定しております。

           ※ １.キャッシュバック金額のお知らせは入金をもって代えさせていただきます。 

              ２.対象期間中に対象銘柄をご購入いただき、発行日（平成 20年 10 月 15 日）時点で         

                 本国債を保有されているお客様が、本キャンペーンの対象となります。 

              ３.キャッシュバックを行う時点で利金・償還金お受取口座がない場合は、本キャン   

                 ペーンの対象外となります。 

              ４.キャッシュバック金額は課税所得に該当する場合がありますので、詳しくは税務署    

                 などにお問合せください。 

              ５.本キャンペーンの詳しい内容につきましては、窓口でお問い合わせください。   
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＜公共債に関するご注意事項について＞ 
 
 
● 個人向け国債は、発行から「変動・10 年」が１年経過するまで、「固定・５年」は２年

経過するまでは原則として中途換金ができません。ただし、保有者ご本人が亡くなられ

た場合又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた

場合は、「変動・10 年」は 1 年未満、「固定・5 年」は 2 年未満であっても換金できます。 
● 個人向け国債の中途換金時には「変動・10 年」は直近２回分の税引前利子相当額に 0.8

を乗じた金額が、「固定・５年」は４回分の税引前利子相当額に 0.8 を乗じた金額が、そ

れぞれ差し引かれます。 
● 発行者の信用状況の悪化等により、元利払いが滞ったり、支払不能が生じる可能性があ

ります。 
● 公共債を購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただくことになります。  
● クーリング・オフ（書面による解除）の対象にはなりません。  
● 利払日および償還日の前 7 営業日間は売買を行うことができません。 
 
  
※ 詳しくは窓口にご用意している契約締結前交付書面をよくお読みください。  
  
  
 
商  号 ： 株式会社京都銀行（登録金融機関）  
登録番号 ： 近畿財務局長（登金）第 10 号  
加入協会 ： 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会  
 


